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平成２７年度 宮城県特別支援教育将来構想審議会【議事録】 

 

平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ ７ 日 （ 水 ） 

午後２時００分から午後３時３０分まで 

県 庁 行 政 庁 舎 ９ 階  第 一 会 議 室 

次  第 発言者 内    容 

１ 開  会 司会 只今より平成２７年度宮城県特別支援教育将来構想審議会を開会

いたします。開会に当たりまして, 宮城県教育委員会教育次長 鈴

木 洋 から御挨拶を申し上げます。 

２ あいさつ 鈴木教育

次長 

宮城県特別支援教育将来構想審議会の開催に当たりまして，一言御

挨拶を申し上げます。 

皆様方には，御多用にもかかわらず，委員の就任につきまして御快

諾をいただきますとともに，本日の会議に御出席を賜りまして、誠

にありがとうございます。 

また，平素から本県の特別支援教育の推進につきまして，格別の御

支援と御協力をいただいておりますことに対し，この場をお借りし

て，心から感謝を申し上げます。 

本県では，この審議会に於いて御意見をいただきながら，昨年度末

に「宮城県特別支援教育将来構想」を策定いたしました。 

この構想は，「障害の有無によらず，全ての児童生徒の心豊かな生

活と共生社会の実現を目指し，柔軟で連続性のある多様な学びの場

の中で，一人一人の様々な教育的ニーズに応じた適切な教育を展開

する。」という基本的な考え方のもと，本年度から平成３６年度ま

での本県特別支援教育を推進していく際の指針となるものです。 

平成２７年度は，特別支援教育将来構想実施元年ということで，将

来構想自体の普及啓発を含め，「自立と社会参加」「学校づくり」「地

域づくり」という三つの目標を柱に，様々な事業を展開して参りま

した。 

本日はその主な取組の成果と課題について報告させていただきま

す。 

委員の皆様方には，今後の本県の特別支援教育の充実，発展のため，

ひいては，共生社会の実現のために，将来構想の推進に向けて，忌

憚のない御意見，御提言をいただきますようお願い申し上げまし

て，挨拶とさせていただきます。 
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 司会 本日の会議の成立について事務局より申し上げます。 

事務局 特別支援教育将来構想審議会条例（会議）第４条２の規定により，

委員の半数以上の出席で会議が成立することになっております。本

日御出席の委員は１８人でございますので，会議が成立しているこ

とを御報告いたします。 

司会 続きまして「会議の公開」について，事務局から説明申し上げます。 

３ 会議の公開 

について 

事務局 本日の審議会の公開・非公開について，事務局から説明をいたしま

す。 

「宮城県情報公開条例」第１９条により，審議会は原則公開と定め

られております。 

ただし，「非開示情報が含まれる審議等」や「会議を公開すること

により会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場

合で，会議構成員の３分の２以上の多数で決定したときは，非公開

の会議を開くことができる。」ことになっております。会議を一部

公開または非公開とする場合，「宮城県教育委員会が行う審議会等

の会議の公開に関する事務取扱要綱」第４により，第１回の審議会

で公開か非公開かを決定することとされています。これらの規定を

前提に考えますと，本日の審議会の内容は非公開の要件がなく，公

開が適切と考えております。 

御審議をお願いいたします。 

司会 ただいま，事務局から説明いたしました。本日の審議会は公開とい

うことで実施してよろしいでしょうか。 

委員 （賛同） 

司会 それでは，賛成をいただきましたので，本日の会議を公開とします。

ここで，審議会委員の皆様を御紹介申し上げます。 

 

相原晴美委員です。赤間宏委員です。阿部恒幸委員です。 

伊藤倫就委員です。太田博子委員です。小幡敏昭委員です。 

片岡実委員です。亀井芳光委員です。小室たか恵委員です。 

今公弥委員です。佐々木敦子委員です。鈴木真利子委員です。 

野口和人委員です。鳩原潤委員です。藤倉眞一委員です。 

村上由則委員です。村上礼子委員です。山川美和子委員です。 

佐藤委員と澁谷委員は都合により欠席されております。 

続いて，教育庁関係職員を紹介します。 

宮城県教育委員会教育次長 鈴木洋です。 

特別支援教育室長 門脇恵です。 

事務局の職員につきましては，配布資料のとおりです。 

 

４ 会長及び 

副会長の選任 

 次に会長・副会長の選出についてお諮りいたします。条例に基づき，

会長・副会長は互選により定めることとなっております。いかがい

たしましょうか。 
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鳩原委員 事務局一任でお願いいたします。 

司会 ただいま，事務局一任の御意見をいただきましたが，事務局といた

しましては会長に村上委員，副会長に伊藤委員をお願いしたいと思

いますが，いかがでしょうか。 

委員 （賛 同） 

司会 御賛同をいただきましたので，会長に村上委員，副会長に伊藤委員

をお願いいたします。 

それでは，恐縮ですが，村上委員は会長席に，伊藤委員は副会長席

にお着き願います。 

それでは，就任に当たりまして，会長から御挨拶をいただきます。

村上会長よりお願いいたします。 

村上会長 ただ今，選出いただきました，宮城教育大学の 村上 でございま

す。これより，会の進行を務めさせていただきます。皆さまの御協

力により円滑に進めて参りたいと思いますので，どうぞよろしくお

願いいたします。 

５ 議  事 司会 ありがとうございました。それでは，議事に移らせていただきます。

審議会条例第４条第１項の規定によりまして，村上会長に議事の進

行をお願いいたします。 

村上会長 今回の審議会においては，特別支援教育将来構想審議会条例（設置）

第１条の規定により，先に策定した将来構想の進行管理ということ

で,構想に基づく実施計画の進捗状況を検証していくこととなりま

す。 

このあと事務局から取組の成果と課題について説明してもらいま

すので，委員の皆さまから，今後に向けた忌憚のない，御意見をい

ただきたいと考えております。 

みなさま，どうぞよろしくお願いいたします。 

「宮城県特別支援教育将来構想（概要）についての報告，及び実施

計画（前期）の取組状況の目標１について事務局からお願いいたし

ます。 
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（１）宮城県特別

支援教育将来構想

実施計画（前期）

の取組状況につい

て 

 

事務局 
それでは，資料１を御覧ください。 

資料１は，宮城県特別支援教育将来構想実施計画（前期）の最後の

ページと同じものです。この資料を使って将来構想の概要について

説明します。  

昨年度策定しました「宮城県特別支援教育将来構想」は世界の動向

と，本県におけるこれまでの取組や，新たな課題を踏まえ，平成２

７年度から，平成３６年度までを計画期間とした本県における特別

支援の方向性を示すものです。 

その基本的な考え方は，一番上に書かれているように，「障害の有

無によらず，全ての児童生徒の心豊かな生活と 共生社会の実現を

目指し，柔軟で連続性のある多様な学びの場の中で，一人一人の

様々な教育的ニーズに応じた適切な教育を展開する。」というもの

です。 

一番左の目標は，前構想の取組における成果と課題や，特別支援教

育を取り巻く発達段階に応じた現状と課題を分析し，導き出された

３つの目標「自立と社会参加」「学校づくり」「地域づくり」が示

してあります。そして，３つの目標の実現に向けた主な取組，内容，

対象，実施予定年度が示されております。 

以上で簡単ではありますが，宮城県特別支援教育将来構想の概要に

ついての説明といたします。 

 

（２）宮城県特別

支援教育将来構想

実施計画（前期）

の取組状況につい

て 

 

目標１ 

自立と社会参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

続きまして，資料２－１を御覧ください。 

宮城県特別支援教育将来構想実施計画(前期)の取組状況について

御説明いたします。目標毎に主な取組が掲載されております。 

まず初めに，目標１「自立と社会参加」についてです。時間に限り

がございますので，主な項目について説明させていただきます。 

表の１段目，就学相談活動支援事業につきましては，平成２５年度

途中から就学の仕組みが変わり，市町村教育委員会が就学の決定を

することとなりました。昨年度も就学の手引きを作成し配布するな

ど，理解促進に努めて参りましたが，今年度も就学事務説明会や研

修会を実施いたしました。 

成果といたしましては，県で行う巡回就学相談会の利用件数は昨年

から７０件減少し，各市町村教育委員会が就学先の決定をするとい

う意識が高まってきました。 

一方で，「柔軟で連続性のある多様な学びの場」について更なる普

及が必要であることや重度重複児童など医療的ケアの対象児等の

教育相談の充実がもとめられる。などの課題が挙げられます。 

 

来年度の方向性といたしましては，特別支援学校に入学が決定した

児童生徒について，十分な教育相談を実施し，一人一人のニーズに

応じた安心安全な教育的対応をしていくために，就学手続きのスケ
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ジュールを早めて対応していく。ことを考えております。 

 

次に表の２段目，特別支援教育総合推進事業についてです。 

発達障害を含む，障害のある全ての幼児，児童生徒を対象に，ライ

フステージに応じた一貫した支援体制の強化を目標に，宮城県特別

支援教育連携協議会や，発達障害早期支援事業をとおして療育相談

に取り組みました。 

成果としましては，地域の連携協議会をとおして，外部専門家や関

係機関との連携が進み，早期発見，早期支援や校内によるチーム支

援体制が整ってきました。 

一方で，学校間の引き継ぎが十分ではなく，一貫した支援体制の構

築が必要である。という課題も見えました。今後は，特別支援学校

のセンター的機能を発揮し，地域の課題に応じた研修会を行った

り，特別支援学校の地域支援コーディネーターを活用して，ライフ

ステージを見据えた支援体制の構築を図っていきたいと考えてお

ります。ライフステージでは，学校の卒業から社会への接続の部分

も含めた形で，進路指導充実事業を活用しながら，力を入れていき

たいと考えております。 

以上が目標１についてです。 

 

村上会長 ただいま，事務局から説明がありました。御質問・御意見がありま

したら，委員の皆様からお願いします。 

（意見・質問対応） 

就学の仕組みに関しては，市町村の意識はどのようなっています

か。この件に関して市町村から何か御意見はありませんか。 

亀井委員いかがでしょうか。 

亀井委員 栗原市教育委員会の亀井です。将来構想策定の時から携わらせても

らいました。 

早期からの教育相談・支援体制構築事業のモデル事業を実施して，

まず一つ大きく変わったことは先生方の意識です。そして，もう一

つは学校全体の特別支援教育に対する共通意識が深まったことで

す。それからもう一つは，保護者との連携が強まってきたことです。

昨年まではトラブルが多かったのですが，今年度についてはほとん

どありません。いかに就学手続きの方法について，保護者に早めに

知らせていくことが，重要であるかということを，改めて感じまし

た。昨年までは８月頃から説明していましたが，今年度は６～７月

頃から説明していくことで，理解がより得られると思います。 

各学校とも早め早めの就学の手続きを進めるよう指示を出しまし

た。今年度は一部，徹底していない部分もありますが，来年度は徹

底されるものと感じています。 

そういう意味では非常に良かったなと感じています。早期からの 

教育相談・支援体制構築事業の巡回相談を実施した記録として，ど
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のような相談をしたか事例集を作成しました。私たちの地区だけで

なく他の地区にも波及していけば良いと思います。何かあれば声を

掛けていただければと思います。 

 

村上会長 保護者にとっては，身近である市町村の教育委員会が就学先につい

て決定する仕組みは良いし，早めに相談が行われることで，保護者

の理解する時間が確保され，スムーズな就学支援につながったので

はないかと感じました。 

就学相談については他にございませんか。 

それでは，特別支援学校進路指導充実事業の取組ということで，学

校の立場ではない方から御意見をいただければと思います。 

卒業生を受けとめる側の立場の太田委員いかがですか。 

太田委員  サトー商会の太田です。前回の策定から携わらせていただきまし

た。学校も保護者も企業に入社すると一安心という気がします。 

入社した子どもたちと受け入れた企業にしてみると，ここからがス

タートです。そこで，子どもたちは学校という枠の中から飛び出し

て様々な体験をします。学校で何を学んでほしいかと言えば，いろ

いろあると思いますが，身近なところで言えば，一人一人のやれる

ことを増やすということが，とても大切だと思います。普通の生活

の中で，できるお手伝いからやってみると良いと思います。年齢や

発達段階に応じて，増やしていくと良いと思います。それは，家庭

のことですが，学校でも御指導してもらえるとがんばれるのかなと

思います。 

学校を卒業すると，企業としては保護者に頼ることになります

が，福祉サービスについてなど，御父兄がよく分からないことがた

くさんあります。卒業するまでに各地域の支援センター等の関係機

関と，結びついた状態で卒業していただけると，会社としても比較

的やりやすいと感じています。会社としてはその後ずっと子どもや

親御さんのサポートをしていくのですが，そのベースづくりを学校

でしていただけるとありがたいです。 

 

村上会長 ありがとうございました。いま，関係機関との結びつきという話が

ありました。支援する立場である障害者職業センターの小幡委員か

ら御意見をいただければと思います。 

小幡委員 障害者職業センターの小幡です。ハローワークと連携して，職業リ

ハビリテーション（就職支援）を行っています。その中に定着支援

としてジョブコーチ支援があります。特別支援学校を卒業したお子

さんも多く対象となっています。支援機関は３か月集中して，支援

を行い，徐々に離れていくというスタイルをとっています。問題と

なってくるのが１年とか３～４年経って上司が替わったり，親御さ

んが亡くなり，職場や家庭の環境が変わった時に不適応が起きま

す。卒業生を長期間支える体制というものが大切になってくる。就
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業生活支援センター等の地域の社会資源を活用しながら，長期間，

チーム支援で支えるということが，定着には大切ではないかと思い

ます。 

村上会長 どうしても学校や教育に携わる人間は，１８歳までという意識が強

くなってしまいます。今のような御意見をもらえると，逆にそこか

ら考えて，小さい頃から，そのような視点をもって育てていけばよ

いのだと分かりました。 

そのほかに御意見はありますか。 

鳩原委員 私は長年，県の就学相談に携わってきましたが，昨年から今年にか

けて，市町村の意識が大きく変わったなと感じています。保健師さ

んが早期からの発達の状況をつかんで，時間をかけて相談をして就

学先を決定していくというケースがより進んできました。数値とし

ても７０件減になっています。この紙面上は教育委員会の成果とな

っていますが，各市町村では保健福祉課が頑張っているので，この

ような結果になっているのではないかと感じます。遠回りになるか

もしれませんが県としても，各市町村の保健師さんのサポートをす

ることで，更に就学相談の状況が良くなると感じています。 

亀井委員 栗原市にはコーディネーターが配置されており，早期発達相談のま

とめ役となっておりとても助かっています。これが教育委員会だけ

ではかなり大変です。今後，市として教育相談を充実していくため

に支援してほしいことがあります。 

一つ目は，特別支援学校からの支援が必要である。専門の立場から

の支援が必要です。たとえば，教育課程はどうなっているのかなど，

保護者に説明するなど。 

二つ目は，相談員の育成支援をお願いしたいです。コーディネータ

ーはいるけれども，専門性を高めるための研修会の講師派遣をお願

いしたいです。 

三つ目としては，相談対象児の実態把握に対する支援をお願いした

いです。様々な角度から子どもの実態を把握する必要があるので，

専門的な立場からのノウハウを教えていただきたいです。また，相

談報告書の様式やまとめ方を支援してほしいと思います。このよう

な支援をいただけると，さらに充実した教育相談になるのではない

かと思います。 

小室委員 白石市でも昨年までモデル事業をさせていただいて，コーディネー

ターが巡回相談をしている。コーディネーターの少しの助言で落ち

着く子どもがいる。保護者や先生方の対応が変わることで子どもた

ちが落ち着いてくる様子を見てきたので，乳幼時期からコーディネ

ーターに相談に入ってもらうことはとても良いことだと感じてい

ます。 

 

目標２ 村上会長 それでは目標２の取組について事務局お願いいたします。 
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はい 

資料２－２を御覧ください。目標２「学校づくり」についてです。 

表の１段目の共に学ぶ教育推進モデル事業についてです。 

モデル校８校，モデル地域１［大崎西地域３校］を指定して，各種

専門家，指導主事，特別支援学校地域支援担当者等の派遣により支

援を行う。また，事業により得られた個々の教育的ニーズに応じた

具体的支援の実践例を集積し，普及を図るというものです。 

実施状況は，専門家チームの派遣による個別の教育支援計画や個別

の指導計画を活用した効果的な指導，支援の実践的支援を行いまし

た。 

学校訪問は，年３～４回実施し，全校職員を対象とした校内研修会

を５校で実施，研修内容は，合理的配慮について，発達障害の理解

について，特別支援教育全般について等がありました。また，ＬＤ

等通級において対象児の在籍学級における授業研究を行いました。 

さらに，合理的配慮に基づいた授業研究は全てのモデル校で実施し

ました。  

成果といたしましては，栗駒南小学校では公開研究会を実施して，

モデル事業の成果を発表しました。参加者：地域の小中学校，特別

支援学校教職員他１１９人が参加し，インクルーシブ教育システム

に対する教職員の意識が高まりました。 

課題といたしましては共に学ぶ教育推進モデル事業の成果を周囲

の学校へどのように普及していくかということを模索しておりま

す。 

来年度は，合理的配慮にかかる合意形成に向けた体制を整備するこ

とと，モデル校における取組の状況そのものを公開することで，実

践と普及を同時に展開していきたいと考えております。 

 

委員の皆さまの御意見をお聞かせ願いたいと思います。 

 

次に３段目のＩＣＴ活用事業についてです。 

ＩＣＴを活用した教材の開発を行うことで，一人一人の教育的ニー

ズに合わせた適切で効果的な指導や支援を探ることを目標に大学

や関係機関との連携を図りながら，ＩＣＴを活用した指導方法の工

夫及び教材等の充実を図るものです。光明支援と聴覚支援にタブレ

ット端末を各１０台支給し，光明支援学校では，全校生徒を対象に

実施し，「写真，動画を活用し，視覚的支援を取り入れた授業」や 

「効果的アプリ（効果音・タイマー）を活用した授業」を実施しま

した。また，聴覚支援学校では，全学部４４人を対象に実施し， 

「中学部では生徒の発表の際のツールとして活用」し，「高等部で

は，意見交換や話し合い活動を行う際のコミュニケーションの補助

機器」として活用しました。 

成果といたしましては，教職員が授業で活用し指導効果が確認でき
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たことで，タブレット端末を新たな教材として活用する意欲が高ま

ったことが挙げられます。 

課題といたしましては，タブレット端末の物的環境の整備が十分で

はないこと。また，各支援学校への成果の普及方法も考えていくこ

とが挙げられます。 

今後の方向性といたしましては，ＩＣＴを活用した特別支援学校ス

キルアップ事業（教育企画室）を活用して，モデルとなる支援学校

にタブレット端末を配布し，ＩＣＴを活用した授業実践等の取組を

行っていくことを考えております。 

資料２－３を御覧ください。表の３段目の教育環境整備の推進につ

いてです。 

狭隘化対策，教育環境の整備を目標に仙台圏域知的障害特別支援学

校の分校等の設置を進めてきました。 

具体的には，今年度塩釜市立第二小学校へ利府支援学校の分校を設

置する準備（平成２９年度４月開校予定）をしました。また，仙台

市立旧松陵小学校へ小松島支援学校の分校を設置する準備（平成３

０年度４月開校予定）をしました。 

軽い知的障害のある生徒への対応として高等学園の開設，高等学園

の収容定員の拡大等，環境の整備を推進して参りました。 

来年度４月からは，宮城県立支援学校女川高等学園が開校します。

１学年は２４人で，３学年が揃うと７２人となる予定です。（※来

年度２６人が入学予定）また，宮城県立支援学校岩沼高等学園川崎

キャンパスが開校します。こちらは１学年８人で３学年が揃うと２

４人となる予定です。また，宮城県立支援学校小牛田高等学園の募

集定員を昨年に引き続き増やし，来年度入学者も１学年３学級２４

人としています。 

さらに，計画的な改築・改修により環境を整備するということで， 

宮城県立古川支援学校プレハブ校舎の改築準備を進めて参りまし

た。平成２８年度設計開始としております。 

今後も今回の整備を踏まえ，今後の児童生徒数の動向等を見ながら

対応，検討していきます。 

村上会長 ただいま，事務局から説明がありました。御質問・御意見がありま

したら，委員の皆様からお願いします。 

合理的配慮については，インクルーシブ教育システムを構築して

いくためには大切なものです。しかし，新しい概念であるために， 

受け止め方が難しい。そのような中でモデル校について実践の普及

についてお話いただきました。次に，ＩＣＴの活用についてという

ことで光明支援学校と聴覚支援学校の取組についてお話しいただ

いた。それから，教育環境の整備については，昨年の審議からの大

きなテーマであった緊急の提言と言うことで、仙台圏域に特別支援

学校を作っていかなくてはならないとお話しさせていただきまし
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た。その状況について説明され，高等学園の拡充，分校の設置につ

いても，お話いただきました。どのことについてでも結構なので，

御意見をいただきたいと思います。野口先生いかがでしょうか。 

野口委員 合理的配慮についてですが。 

合理的配慮は一人一人違っており，これが合理的配慮であると言う

ことが難しい。本人・保護者との合意形成によって成り立っていく

ものです。だとすれば、その合意形成に至るまでのプロセスをいか

に明確にしていくかが，とても大切になってきます。 

お互いに意見を出し合いながら，話し合いを重ねていくが，時々対

立関係のようになってしまいかねません。そのような状況を作らな

いように，いかに話を進めていくことができるかが，大切であると

考えています。 

村上会長 合理的配慮については，一人一人によって違うものなので，学校だ

けではなく，周囲の関係者の方も含めて，話し合いを重ねて決定し

ていかなければならず，なかなか難しい状況です。まさに，これか

らの課題ではないかと思います。 

それでは，具体的なところで，ＩＣＴの活用について聴覚支援学校

の鳩原委員いかがでしょうか。 

鳩原委員 実施状況の具体的な数字は，端末を活用できる児童生徒を対象にし

ているので，約半数の子どもたちを対象としています。数少ない端

末を回して使うのは難しいので，徐々に器材が増えていくことを期

待しているところです。 

聴覚支援学校の子どもたちは，コミュニケーションの力に課題があ

る子どもたちがいますが，言語の獲得も学校として取り組んでいま

す。 

絵や写真だけではなく，文字をタブレットで確認するという活動が

簡単にできるため，お互いの書いた文章を確認し合う時に有効に活

用しています。幼稚部ではテレビにつなげて，授業の振り返りに活

用しています。 

センター的機能の一環として，県内の難聴学級に支援も行っている

がクラウド機能のようなものを活用して，支援ができないか，宮城

県特別支援教育研究会の聴覚部会で取組を始めています。 

聴覚の専門性の高い教員が少ないので，それぞれの学校にいる状況

で，研修ができる仕組みがＩＣＴを活用しながら，できれば良いと

考えています。 

 

村上会長 ＩＣＴを使わなければいけないと言うことではなく，ＩＣＴを活用

することによって，子どもがどれだけ，豊かな学びをするのか｡あ

るいは，ＩＣＴを教材として活用することで，先生たちの教育活動

の高まりがどれだけ実感できるか。ということが，常に表裏の関係

として良い教育につながっていくことが大切であると考えていま

す。それでは教育環境の整備について何かございませんか。 
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伊藤委員 こまくさ苑の伊藤と申します。 

かつて利府支援学校に勤務していましたが，狭隘化については大変

だという実感がありますので，今回具体的に計画が出てきて，大変

にうれしく思っています。特に高等学園に関しては，学年にして４

０人を確保できるというのであれば，すごく受け皿が広がったなと

感じています。 

二つ質問があります。一つは，塩竈市立第二小学校と旧松陵小学校

にできる分校の学部についてはどのようになるのか。 

二つ目は，仙台圏北部地区に関しては，利府支援と小松島支援の分

校の計画が進んでおり，狭隘化が解消されると思いますが，南部地

区に関しては，なにか予定があるのかお聞きしたい。 

 

門脇室長 ただいま，御質問いただきましたが，私の方から御説明させていた

だきます。 

まず，塩釜市立第二小学校に設置する分校に関しましては，小学部

を想定しております。学区については，利府支援学校と協議を進め

ながら決定していきますが，現段階としましては，松島町，塩釜市，

七ヶ浜町の一市二町を想定しています。 

もう一つの旧松陵小学校につきましては，小松島支援学区の北東部

地域を想定しておりますが，在籍児童生徒等の調査をしながら，こ

れから絞り込んでいきたいと考えております。 

最後に南部地域につきましては，関係している地域の市，町に御相

談を申し上げて，どんな対応が取れるのかを検討しているところで

ございます。 

目標３ 

地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村上会長 それでは目標３の取組について事務局からお願いいたします。 

事務局 資料２－４を御覧ください。目標３「学校づくり」についてです。

表の１段目のインクルーシブ教育システム構築事業についてです。 

社会参加や地域における特別支援教育に関する理解の更なる促進

を図ることを目標に，特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地に

ある小中学校において交流及び共同学習を行う。また，障害のある

児童生徒への合理的配慮の在り方を明らかにするものです。 

実施状況は，居住地校学習推進事業は，県内特別支援学校１９校分

校含む，児童生徒３５３人が参加し，協力校は２６１校，特別支援

学校に通う小中学部の約３割の児童生徒が参加しております。 

また，文部科学省指定事業のインクルーシブ教育システム構築事業

の交流及び共同学習では，名取支援学校が中心となり，名取市の小

学校３校，中学校３校，岩沼市の小学校２校，中学校１校計１０校

で展開しております。 

成果といたしましては，山元支援学校や名取支援学校のモデルとな

る取組を，連絡協議会で共有し各学校での取組の参考としました。 
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課題といたしましては，学年が上がるにつれて学習内容が難しくな

り，一緒に学ぶことが難しい状況にあること。 

また，居住地校学習を受け入れる側の学校の理解を促進することが

挙げられます。 

今後の方向性といたしましては，連絡協議会で，良い取組を共有し

て，各学校の取組に活かしていきたいと考えております。 

村上会長 ただいま，事務局から説明がありました。御質問・御意見がありま

したら, 委員の皆様からお願いします。 

鈴木委員 山元支援学校は，平成１７年度から居住地校学習を実施しており 

１０年目を迎えて，地域に根ざしていると感じています。本校でも

モデル事業の知見を生かしながら今年度も実践を進めているとこ

ろですが，特別支援学校の児童生徒が居住地校に行った際に，相手

校の児童生徒にとってどのような効果があるのかという，相互間の

教育効果について見直しをしていくこと。また，本校の生徒が行く

際に合理的配慮の視点というものを事前に話し合い，計画，実践，

評価ということを捉え直した上で，事業を実施していくことが大切

であると考えています。ただ単に交流をすれば良いというものでは

ないと思いますので，基礎的環境整備を基にした合理的配慮につい

て，特別支援学校と受け入れ校が，お互いに共通理解をした上で，

事業を行うことが大切であると考えています。 

本校では，今年から個別の教育支援計画の中に合理的配慮の視点を

入れていく取組を行っている。先程，合意形成についてのお話がで

ましたが，これはできるが，これは難しいというような保護者を含

めた話し合いが本校では実践できていると感じています。 
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村上会長 名取市の手をつなぐ育成会の会長である山川委員さん，地域との関

連についてはいかがでしょうか。 

山川委員 私は保護者の代表として呼ばれているのではないかと思いますの

で，保護者の立場でお話をさせてもらいます。 

インクルーシブ教育システム構築と言われ始めて実践をされてい

ますが，保護者まで，きちんと把握されているのか心配です。合理

的配慮という，ことば一つをとっても，保護者にとっては，分かり

にくいと思います。そういう中で，居住地校学習推進事業を進めて

いこうとしても，保護者が理解していないと，なかなか進んでいか

ないと思います。私の子どもも居住地校学習もやっていましたが，

その時と今とは何が違うのか。保護者にも，学校にも，地域にも見

えにくいです。それらを啓発していく際に，どこに向けて発信して

いくのか。親なのか一般の人に向けてなのかを考えて行かなければ

いけないと思います。 

県教育委員会がいろいろな事業を行っていますが，保護者の方に理

解してもらって実施しないと，なかなかうまく進んでいかないと思

います。保護者の中にも，自分で勉強する人もいれば，学校任せ，

卒業したら事業所まかせというという人もいます。 

そういう保護者に対して，小学部あたりから啓発していき，保護者

を育てていくという視点をもって取り組んでいくと，いろいろな事

業や計画がうまく進むのではないかと思いながら，お話を聞いてい

ました。 

相原委員 岩沼高等学園のＰＴＡの相原と申します。 

知的障害や発達障害の子どもは見た目に障害があると，分かりにく

いので，地域の人からの理解が得られないケースがあります。また，

本人も年齢が上がるにつれ，他人と違うことを認めたくない部分が

あり，障害があると分かって高等学園にきていますが，認められな

いという保護者もいます。地域や学校と交流していくことは，もち

ろん良いことですが，そういう意味で，保護者の気持ちを受け止め

る相談機関があるといいと思います。仙台市にはアーチルがありま

が，件数が多く相談を申し込んでもなかなか相談できない現状もあ

ります。 

卒業後，企業に就職しても，見た目は変わらないのにどうしてでき

ないのだと，言われるケースもあると聞いています。そういった意

味で，企業の人や町や地域の人にも，障害について理解してもらえ

るような仕組みと，相談できる場所があるといいなと思います。 

村上会長 これは一番初めに議論になった就学相談のケースと同じで，保護者

の理解，地域の理解があって，福祉機関や企業と連動していかなけ

ればならないということを御提言いただいたと思います。 

小室委員 居住地校学習の課題のところで，学年が上がるにつれて学習内容が

難しくなり，一緒に学ぶことが難しいとありましたが，確かに学習

することは難しいかもしれませんが，一緒に生活をするということ
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は可能ではないかと思います。学校は学習するところですが，一緒

に生活することでお互いが理解できると思います。１８歳になれば

地域社会に出て行くことになるわけですが，社会に出たら地域の人

たちと一緒に過ごすことになります。そのような場面を多く増やし

て，学校にいるうちから地域社会と同じような環境を経験していく

ということは，障害のある子どもにとっても，障害のない子どもに

とっても，お互いにとって良い経験になるので，そういう状況が多

くなるといいと思います。 

村上会長 今，学習指導要領について議論されていますが，そのテーマは社会

に開かれた学習指導要領ということです。つまり特別支援教育とい

うものは，社会に開かれなければならないという基本的な考え方で

す。そうなると学習だけで，子どもたちが育つのかという議論も出

てくるかもしれません。 

高等学校の先生方御意見あればお聞かせ願いませんか。 

藤倉委員 高等学校の場合は入試を経て入学してくるので，主に発達障害の子

どもたちが多い状況となっています。 

資料２－４にありますが，高等学校のためのサポートブックを作り

まして，そこには発達障害の理解や支援を中心にいろいろな事例が

まとめられています。その内容の検討過程で，どこを目指して教育

をするのかという話題の中で，出口が大切だということになりまし

た。そして，大学進学や就職といった高校卒業後を意識した具体的

なノウハウが盛り込まれており，非常に参考になるのではないかと

感じています。 

また，合理的配慮にも紙面を割いていますが，合理的配慮というも

のは，周りが配慮すべき事項に気付き，先んじていろいろ配慮する

のではなく，必要に応じて，本人や保護者とのやりとりの中で作り

上げていくものであるということを考えれば，主体的に自分の考え

方，生き方，配慮してほしい事項をきちんと周りに伝え，コミュニ

ケーションを深めていける子どもたちを，障害の有る無しにかかわ

らず育てていくことが，これからの高校教育の一つの在り方として

示されている気がします。配布後は，是非活用していただきたいと

思います。 

村上会長 これはすでに完成していますか。 

門脇室長 ただいま最終の原稿調整に入っております。 

３月を目安として，印刷でき次第，審議委員の皆さまも含めて，お

配りしたいと考えております 

村上会長 その他御質問や，御意見はありませんか。 

よろしいでしょうか。 

これまでの説明を踏まえ，審議会としては将来構想の具体化に向け

た今年度の取組については評価することとし，今後さらに，着実な

実現をめざした県教育委員会の取組を期待するということで，まと
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６ 閉会 

めてよろしいでしょうか。 

委員 （異議なし） 

村上会長 ありがとうございました。そろそろ時間となりますが最後に事務局

から何かございますか。 

事務局 はい。 

今後の予定について，確認いたします。今回いただいた御意見を基

に来年度更に充実した実践を積み重ねていきたいと考えておりま

す。来年度の審議会はあらためて日程を調整させていただきます。

本日は，貴重な御意見を多数いただきありがとうございました。 

司会 村上会長，ありがとうございました。最後に伊藤副会長から閉会の

御挨拶をいただきます。 

伊藤委員 

 

約一年ぶりの将来構想審議会でした。 

今日の仕事は進行管理ということでした。 

本日の説明で構想が具体的に実施されてきているということが分

かりうれしく思いました。就学相談や共に学ぶ教育推進モデル事

業，あるいは，インクルーシブ教育システム構築事業等，この実施

計画を進めていくには，ここにいる私たち，市町村教育委員会や福

祉関係，労働関係者が特別支援教育と密接に関係しているなと，改

めて感じさせられました。 

私も学校をやめて，福祉の分野にきて３年になりますが，ようやく

少し分かってきたような気がします。山川委員からお話があったよ

うに，ここが今までとは違った特別支援教育なのだということが，

誰にでも分かりやすく伝わるような取組になればいいなと感じま

した。また次の機会にお会いした時には，よろしくお願いいたしま

す。 

司会 以上を持ちまして，宮城県特別支援教育将来構想審議会を終了させ

ていただきます。 

村上会長さんをはじめ審議委員の皆様，本日はありがとうございま

した。 

 


